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機会均等は,日 本国憲法が保障する永久的権利 としての基本的人権の尊重の立場に立つ

教育の一原理であ り,厳 意では 「教育行財政上 の概念 ・原理」 とされ るが,私 は 「教育の

機会均等の原理principleofequaloPPortunityineducation」 を単なる教育行財政上

に限るべきではな く,広 く 「教育全体の考察 と実践 の上に基礎 とすべ き大原理 である」 と

解する観点に立つ。 すなわち,今 日常に問題 となる 「教育な らびに教育行政 の中立性」

の要請にもつ らな るこの原理は 単なる教育 目的遂行のための手段 と し て の 条件整備
の

externaを 担当す ると一般にいわれ る 「教育行財政 も広義の公教育活動である」 と解すべ
(zi

く,逆 に 「公教育活動 も広義の教育行政であ る」 とみ られる以上 当然 「教育 目的観や

教育内容 ・教育方法の実践面interna」 に も要求され るべ き原理 でなければな らない。

ところで,教 育諸問題の根底に要請 され るべ きこの原理重視の前提的根拠を,単 に人権

尊重に求めるに止めず,私 はそれがいかなる人間学的基礎に立つかを把えたい。 「教育の

機会均等」や 「教育ない し教育行政の中立性」の思想を強調す るものは多いが,特 にその

根拠を 「教育的人間学上 に求め ようとす る」のが本論の意図す るところなのである。

蛇足なが ら,私 は教育の諸問題考究の基底を 日本国憲法ならびに教育基本法の理想 とす

るところにおき,そ こに私の位置を確認 し姿勢を整えることを明言す る。それは,'民 主的

で文化的な国家を建設 して,世 界の平和 と人類の福祉に貢献 しようとす る決意を示 し た

「平和憲法」の理想実現を,そ の精神を うけた教育基本法前文が 「根本において教育の力

に まつべ きもの」 とす るか らである。

1.教 育の機会均等なび らに中立性の真意

←)教 育の機会均等

フラソス革命後は民主的思想が蜂起 し 「万人に教育の機会均等を」 との主張高まるが,

それ以前ではわずかに特例的な思想家や教育事実を除 き,一 般に学校教育の機会に恵 まれ

たのは一一部特権階級のみであ った。上代ギ リシヤ特にアテネの教 育では,貴 族階級 の閑暇

Skholeの 消費場即教育機関 として,い わゆる学校schoo1,Schule,ecoleの 起源があ るほ

どであ り,プ ラ トーソの教育論やAkademeiaの 教育事業 も貴族主義な哲人君主 とい うタ

レソ ト本位の支配者のための 自由教育であ るが,下 層の生産者階級(例 えばGerbergesell

klasse)や 奴隷階級にいた っては全 くの教育圏外におかれて専 ら手工的労働職業 の訓練を
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身V'つ け た に とど まる。 中世 にお いて も,キ リス ト教 の モナ ステ ィ ヅク ・ス クールや キ ャ
　の

セ ドラル ・スクール も僧侶や上流子弟 とい う特権階級 のみを対象とした。 この事情は,わ

が国においても同様で,漢 字 ・儒教や仏教の伝習に始 まる自覚的教育は王室 ・貴族 ・学者

・僧侶 ・政治家等に行なわれても民衆間には及んでいない。大宝 の学令規定 も 「首都の大

学は五位以上子孫及東西史部子」 「地方の国学は郡司子弟」 と限 り,平 安初期 の都の大学

の構内外に設け られた 「曹司」 も,も とよ り各種の私的な氏の子弟のための独占学院(寄

宿舎)で あ り,僧 空海建設の 「綜芸種智院」のみは庶民を対象としたが,20年 も継続 しな
ぐの

い状態 で あ った。

やが で,キ リス ト教 教育 を民衆に 普及 し勧奨 につ とめ て,教 育行政 的に特 筆大 書す べ き

事蹟 を の こ した カール大 帝CaralusMagnusの 「義 務就 学的制 度 の よ うな訓令 」を み る

に いた る。又,中 世 後半 には西 欧各地 に 「教会や 国王 か ら束 縛 された くな い とす る学老 と

学生 との私 的か つ 自由な研究 団体universitas」 が 発生 して,い わゆ るユニ ヴ ァシ テ ィの

起源 とな り,他 方 ギル ドの発 達 とと もに商工 市民階 級 の勢 力拾頭 に伴 い,中 等や初 等 の教

育 機関 の前 身が誕生 し,し か も教育 が世 俗的生 活近 接的 なそれ へ転 向す るが,こ れ らは ま

だ真 のデ モ クラシ ヅクな精神 や教育 の機 会均 等 の理 念に立 つ もの とはい えなか った。 こ う

した きざ しは,ル ネ ッサ ソスや 宗教改 革 の運動 に伴 った ヒュマ ニズ ムの思 想,又,啓 蒙運

動 につれ て起 るネオ ・ヒューマ ニズ ム思想 の 自覚 か らであ る。

ル ーテルM.Lutherの 宗 教改革 は教育 及 び学 校 の組織 や制度 の改進 に まで及 び,一 方

学校設 立 ・維持 の義務 を教 会 にで な く世俗 的 な都 市 ・官庁 に 負わ せ,他 方一般 民 衆に 男女

・貴賎 ・優 劣 の別 な く,し か も差 別 を設け た教育 を義 務的 に強制 した が,こ こに 「厳 意 の

教 育機 会均 等思想 」 を見 るの であ り,次 いで啓 蒙 運動 と必 然的 な内的 関連 を もつ教 育学者

の代表 として,「 世界 図絵OrbisSensualiumPictus」 や 「大教 授学DidacticaMagna」

等 の著者 コメニ ウスJ.A.Comeniusが で る。近時,む しろ 「新教 を基 礎 とす る 自由解放
くらラ

の教 育学者 」 と して把 え られ て きた彼 は,こ れ ら著 書を 通 じて 「教 育受権 の一 般国民 へ の

解放 と初 等教 育 の無 償 な義務 的国民教 育 」を指 向 した 「教 育 の機 会 均等や教 育 の独立 自主

性」 の提 唱者 な のであ るが,遺 憾 なが ら彼 に は悪 平 等的扱 いがみ られ た。

かか る コメニ ウスの教育 的意 図が,ル ソー,コ ソ ドル セ,ペ ス タ ロ ヅチ あ るい は フ レー

ベ ル等に よ って展 開 され てゆ くが,な か んず く,政 治 的 ・経 済的 ・宗教 的 ・教 育 的に弾 圧

され奴隷 化 され ていた 当時 のス イス の貧民大衆 とそ の子 弟 の解放 ・救済 のた めの画 期的活

動をす る闘士Kampferが ペ スタ ロ ヅチJ.H.Pestalozziな の であ る。 彼 の処 女著 「隠

者 の 夕暮DieAbendstundeeinesEinsiedlers」 は,人 間本 性平 等観に 立ちつ つ,人 間 固

有 の本質 と平 等 の権 利 を有 しなが ら従 来除 外 されて きた… 般民衆 を,そ の精 神的 貧 しさか

ら救 うた め の,純 な人間性 の 素直 な発展 をはか る事業 と して の教 育 の権利 を社会 権 として

把a,そ の平等 を絶 叫 し,教 育 の機会 均等 ・門 戸解放 を強 調 し実 践 してゆ く彼 の祈 りの書

で あ る。

キ ャンデル1,L.Kandelに よれ ば,厳 意 の教育権 の最初 の主張 者 は ロー ラン ・デ ェル
くい　

ス ヴィルRollandd'Erceville(1734-98)で あ るが,フ ラ ンス大革 命 と人 権宣 言発表 に前

後 し,ア ン シ ァン ・レジム時 代 の よ うに,カ ソ リ ヅク系 諸教 団の統制 支配 下に あ った 中等

教 育,指 導者 階級 子弟対 象 の私的教 育施設 に任 せず,教 育 を 「国家 自らの手 で設 立維持 す

る公教育1'instructionpublique」 の理 念,つ ま り国 家や社 会が 「支持 す るが支配 しない

教育 」 「政 治的 ・宗教 的権 力を超 えた 自由独立 な教育 」た らしめ,同 時 に 「能 力に応 じて
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教育 機会 を万 人に拡 充す る」 とい うす ぐれた近 代的教 育理 念 を唱道 し,そ の公 教育 計 画の

制度 化 をはか った のが コソ ドル セM.J.A.Condorcetと 「コソ ドル セ案」 であ った。 し

か し・彼 の計 画は,理 想 にす ぎ る と評 され,タ レランC.M.deTalleyrand等 の教 育 案

とと もに,そ の実現 の機 を えなか ったが,今 日の フラ ソスの民 主的 な教育 制度 や教育 行政

のあ り方を示 唆 した雄大 な 「教 育 の機会 均等 や中立 性」 の構 想 と して教育 史上 の意 義大 な

る ものであ る。

現 代 に入 るや,ジ ャソ ・ゼーJeanZayや ル ネ ー ・カ ピタンR.Capitantら を経 て,

194ε年 には ラソジ ュヴ ァンPaulLangevin等 に よ る 「ランジa.ヴ ァソ教 育案 」が提 出さ

れ るが,こ の レポー トの幾 つか の原 則中す べ てを貫 く基本原 理 が 「正 義}ustice」 の原理

であ り,キ ャソデル は このrjustice」 の原 理 を英語 のrequalityofeducationaloPPor一
くの

tunity」 と同義語 と解 してい る。 ラソジュヴァソ改革案は,義 務教育年限 の延長や万人に

中等教育を とかの 「平等面」の保障のみでな く,各 人の能力に応 じた最大限伸長をはかる

ための教育の 「差別面 ・多様面」を併せ重視す るものである。かれにあ っては,「 正義の

原則」 は正し く,一 面 「無知か らの解放」 を指向する社会的保障確保の平等面を,他 面

「各人能力の最大限発展を万人に保障せんとす る」差別面 ・多様面を含む教育の機会均等

の原理 であ り,文 字通 り社会的正義の原則,ヒ ューマニズムである限 り,単 な る空文的制

度た りえず 「か くれた授業料の廃止や学校分布の不平等の是正」 まで徹底的に実現 されね

ばならない とされた。このゆえにこそ,ラ ンジュヴァソ案は主 としてフランスでも現実的

財政的理由で行 きなやみつつ も,本 案の精神を反映 しなが ら,そ の具体化の努力が今 日払

われてきているのである。

∠〉や,ユ ネスコ憲章(1946年 発効)も その前文で,ま ず教育活動そのものを重視 し,次

いで第1条 の数項 の一つで,こ の理想の前進に言及 し,更 にはジュネーヴで開催 された国

際教育局InternationalBureauofEducationinGenevaの 「第九回国際公教育会議」

(1946)に よっても,本 原則が国際的基盤に立 って確認され,六 項 目の勧告が採択 され,加

盟諸国の文部省へ提 出せ られたが,前 半 四項 目は 「ガイダソスないし職業的進路指導面の

機会均等」を,後 半二項 目は 「教育機会均等の経済的措置面」を勧告されるにいた った。

また 「世界各国民の基本的人権の闘争の頂点」 ともいえる 「世界人権宣言」(1948)も,ま

ず前文 で教育に期待をかけ,本 文第22条 や第26条 で直接的に教育権や教育の機会均等の原

則にふれ,そ れに関する誓約の完全実現を憲章的に宣言す るのである。

あるいは,「 第一次アメ リカ教育使節団の報告書」(1945)も,教 育 の機会均等の角度か

ら諸分野にわたる積極的提案をな し,つ づ く 「第二次対 日アメリカ教育使節団の報告書」

(1950)も,第 二章 「小 ・中 ・高等学校におけ る教育行政」では 「教育機会の拡大 と活動

の増加」の項を設け,「 教育計画は各個人がその能力に応 じて最高度に発達す る機会を与
aる ために

,変 化に富み,効 果的に運営 され,上 手に教授 され ることが肝要 である」 と,

本原理を拡大解釈 してふれ,戦 後の日本の教育改革,特 に広義の教育機会均等の理念の実

現に多大な寄与 ・貢献を して きた。

以上,概 観 して きた 「教 育 の機 会均 等史 」に よって,そ の真意 は 自ら明 らか であ る。

教育 の機会 均 等の概念 は,往 々,コ メニ ウス の とった よ うな 「万人 に 同一 教育same

educationを 均一 的uniformlyに 与 え る こ と」 と誤 解 され るが,そ れ はデ モ クラシ イの

根 本原理 に反 す る悪 平 等 であ り不 可能 で もあ る。 そ の真 意 は 「人種 ・信 条 ・性別 ・社会 的
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身分 ・経済的地位 または門地等」のよ うな子供個人の左右 しえない外的要因に よって教育

上差別 しない(平 等の原則に立つ)で,子 供個人の 「自由な能力 ・個性 ・意思 ・希望等」

の内的要因に基づいて差別 し(差 別の原則に立 っ)て,つ まり平等 と差別の両原則に立つ

正義 の立場 で,教 育を受ける機会を妨げる諸要因を除去 し,教 育を与える機会を公正平等

に保障するにある。 したが って,こ の原理は真の自由平等のそれ と矛盾せず,そ れに支え

られ るもの,す なわち,多 様性ある教育の施設や課程等を用意 し,各 教育機関間等に縦横

の通路を開きなどして,"」備された教育制度等を通 して広 く教育の門を開き,「性能に応 じ
(g)

た 公道openroadacordingtoabilitiesを 万 人 に公正 平等 に開放 し」,か くして一定 基

準 までを平 等に,基 準 以上 は各個 人 の可能 性 ・希望 等に 基づ い て公 正 な 自由競 争 を保障す

る もの であ る。 それ は,万 人 を悪 平等 扱 い して 「同一 水準 しか も最低 水準 にtothesame
(s)

levelandtothelowestlevelに 引 下 し 」 水 準 低 下leveling-downを もた らす の で な
(9)

く,か えって各個人の性能 と熱意に期待 し,そ の 「努力 と大望laborandambition」 に

よって 自由に水準以上 となることleveling-upを 求めることとなるのである。要す るに教

育の民主化によって学校に正義をとり入れることであ る。か よ うに して,教 育の機会均等

は公正な 自由 と公正な平等を保障するところか ら,そ れは 自ら法制的 ・経済的 ・教育指導

的原則 とな らざるをえないのである。

わが国の場合,教 育の機会均等の根本規定は 日本国憲法第14条 ・第26条 等が うたい,こ

れを うけて教育基本法第3条 が この原則の基本を掲げ,こ の精神を一貫 して,学 校教育法

を始めとす る教育諸法規が,一 応は法制的な らびに経済的な実現措置を具体的に講 じてい

る。すなわち

A)学 制法規的措置では

① 明治 この方の複線型学制を改編 し,6・3・3・4制 の 「各個人の内的能力に応 じ

た,自 由進学可能な単線型」の合理的制度を確立 し,

② 「万人に中等教育をsecondaryeducationforal1」 の理念を実現せん として,小 ・

中学校9年 の義務教育compulsoryeducationを 無償で保障 し,

③ 男女間就学上の平等 の保障措置を とり,

④ 勤労青少年 の修学機会を保障 して,高 等学校定時制課程や通信教育,大 学の夜間学

部を正規課程 として設置 し,

⑤ 盲聾者等の教育機会を保障 して,そ れ らの学校や教育VYも 公正な自由と平等の原則

を実現 し,

要す るに,封 建社会的学校体制に残存 した差別性 ・階級性を除去 して,万 人に開かれた学

校組織を一応樹立 した。

B)経 済的措置 としては

① 「日本育英会法」等による奨学育英制度の拡大,

② 「高等学校 の定時制教育及び通信教育振興法」に よるそれ ら教育の振興措置や,夜

間課程をお く高校におけ る夜間給食の実施,

③ 義務教育無償の実現 としての生活要保護世帯並びに準世帯の児童 ・生徒への教科書

及び学用品の購入費 ・学校給食費 ・修学旅行費 ・通学用交通費 ・医療費等の無料支給,

④ 「僻地教育振興法」に よる補助,

⑤ 私学教育振興 のための援助,

⑥ 社会教育や青年学級 の発達振興 のための援助,
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等が配意 ・措置せ られてきている。

しか し,以 上は教育の機会均等の 「法制的および経済的措置」すなわち 「教育行政的措

置」の実現にほかならない。従来,教 育の機会均等の原理はかかる狭義の行政的領域のみ

で解釈 ・措置されてきたが,今 日,「 教育公務員の行な う教育活動 も広義の教育行政作用
ゆ

と見る観点」 か ら,又,教 育の機会均等が 「教育に関す るあ らゆ る面 の機会の公正な均

等」 と解釈で きる限 り,そ の措置は当然 「教育指導の実践的措置」に まで及んで実現せ ら

れ るべ きものであ る。それは,各 人能力の個人差を既定 の事実 として肯定 ・尊重し,多 様

な教育の課程や内容を用意 して学習指導 ・生活指導 ・進路指導等のいずれの面 でも,全 生

徒 とその全人格 ・全生活を対象 として公正平等な教育指導措置を とることである。 このよ

うに教育指導上で 各人の能力 ・適性等に 応 じた正 しい 機会を保障する措置は,い わゆる
く　か

「個人差に応ず る教育」あ るいは 「教育 ・教授 の個性化の原理」 ととなえ られ るものであ

るが,わ れわれは 「教育指導面の機会均等」 と解す るものである。

教育の機会均等の概念を教育実践上にまで拡大解釈す るものに,東 独憲法及びキ ャソデ

ルの所論がある。 ドイツ民主共和国憲法第39条 は,明 かに 「教育の機会均等」を規定 し,

しか も他国のそれのよ うに経済的措置のみでな く,「 いずれの児童を も対象 とす る肉体的

・精神的お よび道徳的能力を全面的に発達させ ることがで きなければな らない。青少年の

教育課程は両親の家庭の社会的また経済的状態に よって左右 されてはな らない。む しろ社

会的事情に より不利益を被 っている児童には特別の配慮を しなければな らない。人民のい

かな る階層の出身であって も才能ある者は,専 門学校,高 等学校,大 学へ通 うことができ

なければな らない。学校の授業料は無料であ る。義務教育の学用品は無料 である。専門学

校,高 等学校,大 学への通学は,必 要あるときは生活扶助お よびその他の措置によって助
ゆ

成 さ れ る 」 と,ま ず 教 育 指 導 実 践 上 に 要 求 し,そ れ に つ づ く経 済 的 措 置 も ソ ヴ エ トの 憲 法

ら と 同 程 度 に 具 体 的 規 定 で あ る 。

又,キ ャ ソ デ ル1.L.Kandelも そ の 著 で,教 育 の 機 会 均 等 と 能 力 ・適 性 の 問 題 に ふ

れ,そ れ が 機 会 の 同 一 を で な く,あ く ま で も個 人 の 能 力 ・適 性 に 応 じ た 教 育 の 適 応 の 保 障

こ そ,そ の 真 意 で あ る と 執 拗 な ま で にrequalityofeducationaloPPortunitycanonly

beinterpretedtomeantheadaptationofeducationtotheabilitiesandaptitudesof
　

thepupils」 と強調 し,さ らに 「た とえ,こ れ らの準 備や条 件 が充 された として も,他 の

方面 の問題 として,学 校 内部 での教 育 的機会 の均 等化equalizingeducationalopportu一
くヨの

niteswithintheschoolsが 検討されなければな らない」 と,教 育の機会均等の今 日的な

動向 一 物質的経済面の機会均等の拡充以上の もの を志向している。 これは前記 の

「国際教育会議」の勧告や 「第二次対 日米教育使節団」の報告の提案 とその軌を一にす る

ものである。

要するに,教 育の機会均等の理念の実現措置 として,「 法制的,経 済的,教 育指x的 の

三側面措置」があるが,そ れが単に法制的措置にとどまる限 りは法の上の空文に終るもの

ゆえ,そ の実現には経済的措置が現実化されねばな らないが,し か もまだそれが最終措置

ではな く,い わばこれ ら二者 の行政的措置は 「教育指導上の機会均等の実現措置の手段」

であ り,「 その最終実現措置,し たが ってその最終 目的は教育指導上にある」 とせねばな

らない。か くて教育機会均等が形式的か ら実質的,究 極的に結実するといえよ う。

ところで,デ モクラシイの原則では,万 人がその人生 目的追求上,本 質的な 自由平等の

権利をもつが,い わゆる自然権いな社会権 としての基本的人権は,教 育に関 して いえ ば
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一 教育の機会均等と中立性の人間学的基礎一

「機会均等の教育権」を意味 し,そ の真意は以上のものであ る。 しか も今や,教 育機会均

等 は単な る原理 ・原則principleや 主張claimや 宣言declarationで はな く,ス ター リ

ソ的に解すべき 「憲法」(実 定的性格 をもつ道 の総計算)に 明記されるものである。しか

し,周 知 のように 日本国憲法は,古 典的基本的人権の保障の点ではかな り進んだ内容を も

つが,社 会権的規定では概 して抽象的で貧弱 といわれ,教 育の機会均等の保障にいたって

は前記の東独憲法等に比 し,極 めて非具体的で不徹底 さを露呈 している ので ある。 しか

し,と もか く教育の機会均等は国民大衆の支持する国家権力の施策や教育老の教育愛によ

って拘束的に義務づけ られた ものといえる。 ところが,問 題 となるのは,拘 束的に義務づ

け られた教育行政や教育実践上 の教育機会均等措置が,逆 に不当支配によって阻止される

ことである。 ここに教育行政や教育活動の中立性が課題 となるのである。

⇔ 教 育 の 申 立 性

お よそ,中 立 の立 場 も,以 前 のス イス的中立 の よ うな消極的 に 自己 の安全を のみ 守 る.r.

種 の孤立主 義 は,今 日的 な真 の中立 では ない。 中立が 真に 本来 の積極 的 な ものた るた めに

は,対 立す る諸 体制 の共存 を実現 し,深 意 の全体 を容認 す るもの,し たが って 自由 ・平 等

に裏 づけ られた 公正 な機会 均等 を実現 で きねば な らない。 ここに機会 均等 と中立 との関係

がみ られ る。

「教 育 の中立性 」 も,一 方 「教 育 の政治 的中立 性politicalneutralityofeducation」

の意味 と,他 方 「教 育 の中庸 ・中道性moderationofeducation」 との二面 的解 釈が で き

るが,厳 に分 離す べ き両 者 では ない。
　　　　

A)教 育の中立性 とは,一 般には 「教育の政治的超党派性」を意味 し,教 育が政治的 ・

経済的 ・社会的VT,な かんず く政治そのものか ら中立 であるべきをいい,し たが って 「教

育の中立性」 と 「教育の政治的中立性」 とを シノニムとする。教育史上,こ の面の主張者

は前記の教育機会均等史にみた ところであるが,こ こでは 「民衆教育及び人間教育のため

の教育の政治的中立性」のたたかいの悲劇的実践者 として知 られる幼稚園Kindergarten

の創始者 フレーベルF.W.A.Fr6be1の みあげるにとどめる゜彼は児童中心主義の近代教

育学的諸思想の強調者であるが,な かで も 「自由主義的愛 国思想を もって,教 育に対す る

政治的権力の圧迫に抗 した教育の中立性思想」のための闘いに生涯をお くり,史 上に名誉

ある地位を築いた。 その主著 「人間教育Menschen-erziehung,1826」 は述べて訴rる 。

「教育,教 授及び教訓Belehru:ngは,根 本的には,又 その第一の特徴においては,必 然

的に受動的 ・追随的でなければな らず,命 令的 ・規定的 ・干渉的であ ってはな らない」

「自由な思索的な 自己活動的な人間,自 由な平和な,か つ,喜 びにみちた生命を造 り出す

ために,教 育 と政治は合 自然の結びつ き,ヒ ューマニステ ィックな結びつきをもたねばな

らない」 と。又,

「国王陛下,子 どもに関す る仕事はいかなる党派に も属す ることはできません。そのゆ

えに私の仕事は党派の分野の中では保護 されないで きました。……幼稚園の仕事が保守党

によって排斥されるな らば,反 対党がそれを とりあげ,そ の結果,そ れが党派的な問題に

まきこまれ るとい う結果にな ります。……陛下…… 一物をも乞い求めることのない七十

才 の一老人の願いを子どもの名において聞 きとどけて下 さい。……子供に関す る仕事を党

派的な問題におちい らせて,堕 落 させ ることのないよ うに して下 さい。……幼稚園の理論
　　　　

と実践 とを ご検討なさって下 さい」 と。
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これは,か れの幼稚園教育が 「無神論への子供の教育をめざす社会主義体系の一環であ

るか ら,か れの原理に したが った 学校等をプロイセソ国家は容認 できない」 の理由で,

1851年 禁止令が発せ られるや,そ の解除を望む教員の抵抗集会の求めに応 じて,彼 が ヴィ

ルヘルム四世に認めた建白書 の一節であ った。

日本国憲法第19条 ・第20条 ・第23条 も,思 想 ・信教 ・学問の自由を保障 して教育の中立

性にふれ,こ れを うけた教育基本法第2条 ・第8条 ・第9条 ・第10条 もそれに関連規定

し,更に,旧 教育委員会法第1条 や,い わゆる 「教育二法」とて騒がれた 「義務教育諸学校に

おける教育の政治的中立の確保に関す る臨時措置法」や 「教育公務員特例法の一部を改正

す る法律,す なわち,c公 立学校教員の政治的行為の制限'」 も,一 応 は法規的に,こ の要請

を とりあげている。 しか し,そ の解釈をめ く・って立場の相違上の諸疑問が残されている。

教育基本法第10条(教 育行政)は,「 教育は,不 当な支配に服することな く,国 民全体に

対 し直接に責任を負って行なわれ るべ きものである。教育行政は,こ の自覚のもとに,教

育の 目的を遂行す るに必要な諸条件の整備確立を 目標 として行なわれなければな らない」

とうた うのに直結 して,旧 教育委員会法第1条 が 「教育が不当な支配に服することな く,
　 国民全体に対 し直接に責任を負

って行なわれるべきであ るとい う自覚の下に,公 正な民意

に より,地 方の実情に即 した教育行政を行な うために,教 育委員会を設け,教 育本来の 目
一 的

を達成す ることを 目的 とす る」 と規定 したが,こ の両条文は,教 育及び教育行政の民主

化 特にその中立性 ・自主独立性 を高 らかに うたいあげた ものである。

およそ,新 憲法はその前文で 「人類普遍 の原理」 として国政の性格 ・あ り方について掲

げ るが,そ の国政にかかわ りを もつ教育ない し教育行財政,し たが って教育者ないし教育

行政者は,す べての国民の もの,す べての国民 の信託にかかわ るものであ り,国 民の総意

によ り,国 民の幸福のため,国 民に代 り国民に奉仕して行なわれ るべ きもの,し たが っ

て,そ れ らが国民の総意をはなれてはその権威を もたぬ もの,特 定権力による聾断 ・独断

専行は,そ れ らの不当な支配にかかわるものである。 ここに,そ れ らの政治的 ・経済的 ・

社会的独立権 の問題がそれ らの中立性確保の問題に一致 してと りあげ られるのである。

ところで,教 育や教育行政が政治一般か ら中立であ らねばな らぬのは,一 方教育の本質

に根拠があるとともに,他 方政治そのものの本質か らも規定せ られ るか らである。元来,

教育 自体は人格的 ・内面的 ・私事的 ・非政治的性格 のもの,自 由創造的た るべきもの,し

一 たが って保育助長 ・奉仕promotion・serviceす べ きものであ り,し か も影響を環境(国

家 ・社会 ・教 師 ・政治 ・宗教等)か ら受けやす く,さ らに公共的性格をもつにいた ったも

のである。その目的は,次 代を荷負い文化 ・社会の改進をはかるべ き人間の創造能力の開

発伸長にあ り,そ の手段は,知 識 ・道徳 ・芸術 ・技術等の創造的諸文化内容を修得 ・伸展

させ る為に,整 備確立 された行財政的条件の下で,で きるだけ創造的な方法 ・技術 を駆使

す るにあ る。 したが って,不 当な干渉支配,政 治力で色づけ られた一方的な教育行政や教

一育課程の運営は,創 造的な人間形成を抑圧 し偏向せ しめ,自 由な創造的諸能力の開発を阻

む結果を招 くのである。他方,政 治や一般行政の本質は,国 家的 ・権力的 ・統制的 ・公共

的 ・非人格的な形式的作用行為であ り,大 小にかかわ らず強制的支配力をもつ もの,そ の

目的は国家社会の秩序を維持 し,法 制的経済的に不備を補充す るにあ り,そ の手段は立法

.・ 行政 ・司法で強制的に統治運営す るにある。か く,本 質の異つた教育 と政治 とが,公 教

育では教育制度や教育行財政上で密結せざるをえず,こ こに両者の正 しい相互関係の決定

が困難 となるのであるが,特 に公教育が財政的にsupportさ れ る結果 としての行政的co一
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ntroiが 警戒 され ざ るをえず,か くして教 育や教 育行 政が 国家 ・政党 ・官僚 ・財 団 ・組 合

か ら,い な市民 や教 師 自体 か らも,政 治的 ・経済 的 ・社 会的 に不 当 な支 配干渉improper

controlorundueinterferenceを うけ な い地 位 におか ねば な らぬ とされ るのであ る。

このた めに,コ ソ ドル セが教育 の機 会均 等を はか る とと もに,「 教育 を宗教 団体 の手 か

ら解放 して社 会 の手に よって公的組 織構 成 し,叉,教 育 を政府 か ら中立 のacademieの 管

轄 下に お くべ き こと」 を提案 した の は有 名 であ り,そ の実現 として今 日,フ ラソスの教 育

行 政制 度が,学 者 や教育 者中 心 の 「高等教 育審 議会 」に よる中 央教育 行政 と,各 大学 総長

に よる 「地方教 育行 政」 とで樹立 ・運営 され てい るの であ る。

B)他 の 「教 育 の中立 性」 の解釈 は 「教 育 の中庸 ・中道 性 あ るいは全体 性」 とい うべ き

もの であ る。 ウシ ンス キ ー-K.D.Uschinskij(1823-70)も,古 い詰 込教 育に対 す る反 動

としての新学校 教育 が,他 方 の極 端 な 自由放 任 主義教 育に 走 る こ とで,前 者 に劣 らぬ別な
　

欠陥を露呈す ることを指摘 し,「 教育はその中道を歩むのが正 しいあ り方」 と,し ば しば

述べ る。 この意味の 「教育の中立性」は,次 のような諸方面にわた り,今 日教育学上の定

説 として要請 され るものであ るが,余 白の関係上その詳述は割愛する。

① 教育の 目的上 教育の中道的な 目的観は,そ れを単なる知性の育成で もホモ ・フ

ァーベルの形成で も,又,単 なる道徳的人格の育成でもな く,教 育 目的の本来性に立つ未

来像 ともい うべ きもの,そ れは要す るに 「各個人の所与的諸性能を最大限に伸長 した人

間,全 人的人格,す なわち,諸 性能を一応調和的全体的に偏せず発達 させ,そ の上に何か

個性的特殊的な創造的性能を最大限に伸長 させ,い はばデフォルマシオソさせた各個性人

(個人)即 社会人即職業人たる人格 の育成」である。か よ うな教育 目的達成のための条件

ない し手段 としては,自 ら教育の内容や方法,そ の他教師や教育行財政のあ り方の中道性

が要求され る。

② 教育内容や カリキュラム上 一方に偏 した教育内容やカ リキュラムでな く,そ

れの多様性diversityが 適当に要求 され るのであ る。特に,公 立学校教育上,宗 教的には

どの宗派 ・宗旨に も偏せず寛容であ り,政 治的に も一方の党派 ・イデォ ロギーに偏 らず,

その取捨選択能力を各子供に期待 しつつ用意 しよ うとす るものである。

③ 教育の方法 ・教授法上 オルセンE.G.01senが 対照させるような 「アヵデ ミ

ヅク ・スクールの詰込ないし統制的訓練」 と 「プログレシブ ・ス クールの自由放任」,あ

るいは教科 の指導法 としての 「古典的な上か らの教授法」 と 「新 しい下か らの自発的な学

習法」ま,た,そ の具体的方法原理 としての 「個別 ・個性化」 と 「集団 ・協同 ・社会化」,

等hの いずれにも偏せず,か えってそれ らの全体的綜合的 ・統合的中道性を こそ尊重する

こととなる。

④ 教育評価上 教 育評価上の個別化の原理 と社会化の原理 と もい うべ き 「絶対評

価absoluteevaluation」 と 「比較評価relativeevaluation」 のいずれを も重視す ること

となる。

⑤ 教育者の中立性 教育者に前述の各方面の中庸 ・中道的活動が要求され るが,別

して,「 教育者の政治的中立性」が求め られ,問 題 とされ る。教育基本法第8条(政 治教

育)や,い わゆる 「教育二法」の規定が,こ の問題に関連す る。 この際,教 育者が個人 ま

たは市民 として,い かなる政治的立場を もつ も自由であるが,そ れが公教育活動上に表わ

されて一方的な影響を生徒等に与えることは,教 育者の政治教育の自由と限界の問題 とし

て政治的中立確保 の実際上困難なところで,警 戒 されざるをえない。いわば 「教育者は一
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一 教育の機会均等と中立性の人間学的基礎一

党一派に偏せずに政治教育を しなければならない」 とい うデ ィレソマに立つが,こ れが解

決の道は,結 局,教 育者の政治的中立性に対す る良識 ・自覚 ・手腕 ・責任にかかることと

なる。

⑥ 教育行政の中立性一 教育者のあ り方の機会均等や中立性の問題には,次 の ことが

ユニークに関連するとして強調で きよう。即ち,い つ,い かなる場合に も要請 される教育

者 の血肉的状態の教育愛でさえも,又 他の何職に もまして尊重 され る教育者 の教育的創造

性す ら,拘 束的な不当支配力(国 家権力 ・政府 ・政党 ・財団 ・官僚 ・組合等)や 社会体制

が,そ れを阻害す るものであることである。 教育者がそれ らいず れかの不当支配に よっ

て,い がにその個性や創造性を抑圧され,文 明が分化の傾 向を強める中で,彼 がいかに規

格化 されたオー トメィシ ョソ過程の一精巧な歯車の意味 しか もたないかは熟考 され るべ き

現象である。要するに,教 育行財政上の権力や制度の適否が教育の実践を左右 し,そ れ ら

の原理が適正を欠 くと教育の実践が教育本来 の姿勢や方 向を失い,そ の意義や内容が阻害

され,時 には卑屈な方便た ることを余儀な くされ るのである。

か くて,教 育行政や教育実践の中立性確保 の為には,一 方教育行政制度を,日 本 もフラ

ンス型の中央教育行政制度 とアメ リカ型の地方教育行政制度に抜本的に改組 し,そ の長所

を採用す るとともに,教 育財政制度 も,根 本的に,強 力な地方教育交付金制度の発動 と一

般財政か ら独立な独立教育税等の解決 とをはか り,誤 ったsupportとcontro1か らの解

放が必要であ り,他 方教育者 の自覚 ・自主に基づ く教育実践的解決がなければな らない。

明治維新以降,わ が国は,教 育ないし教育行政に対 し自覚的追求 ・創造的努力を怠 り,教

育 も教育者 も教育行財政 もその在 り方に一貫 して創造性を欠いてきたが,そ れ らの在 り方

としての民主化 ・自由化 ・自立化 ・創造化 ・先駆化があ くまで も要請 され る。だが,か か

る誤謬の根底に,わ れわれ 日本人の 「人間観の誤 り」があることを指摘 し,そ の是正を求

めたいと意図す るのである。

皿.教 育観 と人間学的基礎

人間が肉体的 ・精神的な存在であ ることは常識的にいわれている。動物 と神 との中間的

存在 としての人間は,動 物よ りは少 し高度に創 られ,神 よ りも少 し低度に創 られた といえ

る。 ところで,わ れわれは,こ れ まで 「人間 とは何か」 と問題にしてきたのみであるが,

これは人間の物質的 ・肉体的 な面,有 限 で説 明可能な動物的一面のみを問題視 してきたわ

けであ り,人 間の性能をいわば過少評価 した問いであ った。いわゆる人間の精神的な もの

・神の面は無限で神秘的で驚異的な面であ り,こ の関連面を疑問視す るとき,人 間の性能

を過大評価 して 「人間とは誰なのか,神 なのか,ス ーパー ・マンなのか」 と問わねばな ら
　

ない。 実際は物 ・神の両界にまたがる人間は,「 人間 とは何で誰なのか」 いな,む しろ

「人間 とはど うして人間なのか,な ぜ人間 といわれるのか」 と問われ るべ き存在なのであ

る。「人間は どうして人間なのか,な ぜ人間は人間 といわれ るのか」の問いには,「 人間 と

は何か誰なのか」とともに 「何が人間的なのか,人 間的であるとは どうい うことか」の両疑

問が含 まれていると解釈 できる。実に 「なぜ人間は人間なのか」の問い こそ,人 間の全体

的実体 を問 うものであると思惟す るが,次 のよ うにのみ,私 には解釈で きるにす ぎない。

「なぜ人間は人間なのか,人 間 といわれ るのか」。 それは,一 方 「人間が物 ・神的人間

本性を具えるか らであ り」,他 方 「人間がその本性の最大限成長 をはか り,そ れを最大限

一124一



一 教育の機会均等と中立性の人間学的基礎一

に発揮す るか らであ る」 と。前 者 は 「人 間本性 」に かかわ り後者 は 「人間 の創造 力の 開発

・発 揮」 とい う教育 の問題 につ らな る。 ここに,人 間を問題 とす る とき,必 然的 に 「人 間

の本性」 と 「人間的 で あ るた めの創造 力 の開発 ・発揮 を 目的 とす る教 育」が 関連 的に とわ

れ るこ とに な るの であ る。

ル ソーJ.J.Rousseauが 主 著 「エ ミールEmile,oudel'Education,1762」 の 冒頭 で,

「教 育 とは人間 の形成Bildungに 関す る事実 で あ るこ と」 を明言 し,カ ン ト1.Kantも

「教 育学 につ いてUberPadagogik」 な る講 義 の始 めに,「 人 間を して人 間た らしめ るの

は教 育 であ る」 こ とを強 調 してい るが,け だ し両 者 とも教 育学上 の卓説 であ る。

こ うして,「 教育 が人 間を して'人 間 的にす る.作 用 であ る」 こ とは常 識的 に認 め られ

る ところ とは な った が,問 題 は 「人 間 とは何 か誰 な のか,否,人 間 はなぜ人 間 といわれ る

のか 」,叉,「 教 育 は人間 を どんな人 間に,あ るいは どん なに人 間的 に形成す るか 」 であ

る。 「人 間は なぜ人 間 といおれ るのか 」 に対 しては 「人 間が人 間 の本 性 を生来具 えるか ら

であ り,又 それ を基 と した創造 力 を最 大限 に開発 発揮 す るか ら」 であ り,こ れ は 「人 間が

どんな人 間本性 を生具 す るか」 の人間学 ・人 間本 性論 の問 題 であ る。 「教 育 は人間 を どん

なに人 間的 に形成 す るか」 の問 いは,「 教 育 は どんな創 造力 あ る人 間 を形成す る こ とを 目

的 とす るか」 の教育 目的 論 とな る。 本論題 は,主 として 「教 育 と人 間学」 の関係 に移 る。

O硬 教育の立場 と人間学
ゆ

オル センは,1910年 までの学校 タイ プを古典 的学 校academicschoo1と よび,そ の教

育方 法 の基 調keynoteofmethodを 「強 制的 訓練repressivediscipline(sparetherod

andspoilthechild)」 で あ る とす る。 上 代 ス パル タの教育,旧 約 聖 書箴言 第29章 にみ る

よ うな特 に ローマ ・カ ソ リヅリク的修道 院教 育,あ るいは仏教,と く)/Y坐禅 ・接心 等 にみ

る禅宗 の道場 教 育 と,そ の強い影 響下 にあ った鎌 倉以降 の武士 教 育や,明 治 以降 の軍隊 教

育及び そ の模 倣 とい え る師範 学校教 育等 が これで あ る。 ここでは,教 育上 「教 授」 が最 重

要 な活 動 を示 す概 念 と して慣 用 され て きた。 古 く大宝 の学 令中 に見 る 「凡博士 助教 皆分 経

教 授学者 」 とい う動詞 の教授 の語 が,明 治以 降 もわ が 国教 育界 の中心活動 を示 す もの であ

る。教 師が絶 対的権 威 を も って臨む 「寺 子屋 式教授」 「鞭 うち訓練 」 を根 本原 則 とす る こ

の 「硬教 育」 の基 底 には,人 間 を動 物的 な もの,い な猛 獣的危 険 な本能 的存在 あ るい は石

塊 ・木 片V'も 似 た無 価値 な もの と見 る人間観,人 間生命 を 自然 と同視 し,人 間 と動物 の相
t2o)

異 を単 な る量 の相異 に還 元 し,人 間 も 他 動物 同様 な 本 能的 存在 とす る 自然科学 的人 間学

や,人 間 の本 性 を原罪説 や無 明観 に見 る よ うな性 悪観innatelyeVilが 横 たわ って い るの

であ る。かか る人 間本性 悪説 は,中 国戦 国時代 の葡 子の性悪 篇や 古代 ローマの第 一 の思想

家 とされ た セネ カL.A.Senecaの 根本 思想 に もみ られ,又,日 本民 族 の根 底的 思想 の一

であ った といえ る。 と もか く,世 界 の大宗 教や大 思 想の根 底に古 くか らみ られ た この立 場

は,「 子供 の内部 にあ る悪 の本 性」 と 「家 庭を は じめ とす る社会 の悪 な る外 的影響 」 の両

面 に警戒 し,絶 対 的真 理 を既 修 した聖職 の職業 的教 師(そ の好例 がSophistes)に よ り,

絶 対的善 の原理 を体 系化 した 教科 書 を通 して,答 や 槌 の道 具 で 子供 を順 致 し 子供 の頭 に

indoctrinate,hammerin,plasteronし,躾 る ことが教 育 であ る とす る。 こ こに は,教

育行 政上 の 「教 育機会 均等 」 の理 念 も 「教 育 の中立 性」 の要 請 もな く,戦 前わ が国 の よ う

な国家主 義的 ・中央集 権 的 ・官僚 的 ・勅 令 主義的 な教 育行政 と,そ の所 管下 にあ った 「教

師 中心 ・教 科 書中心teacher-center.・book-center」 の教 育が 横行 した のであ る。
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しか し,か か る硬教育 とその基礎 となる人間学 ・人問本性観の立場 もすべて否定すべき

であ るとは断言できないのである。

.(⇒ 軟 教 育 の 立 場 と人 間 学

硬教 育 とは コペル ニ クス的 大転換 をみ せ る も のに 軟教 育 の 立 場 が あ る。 オ ル セ ンが

「1920～1930年 を頂 点」 とす る児童 中心主 義child-centeredの 自由放任 主義let-alone的

な進 歩主 義的学 校progressiveschoolの 出現 であ り,EllenKeyや 米 国新教 育 協会 の運

動,A.S.Neillの 自由 ・自治主義 の学校運 営等 がみ られ る。わ が国 で も大正 期 の 「児童 の

村」 等 で実 践 され た 自由主義 の学 校教育 の根底 に は,中 国 の孟子 や古 代 ロー マ の シセ ロ

M.J.Ciceroの 性善説innatelygoodが あ り,特 に は教 育学上 の コペル ニ クス的大 改革

者 とな った ル ソーの 「エ ミール」 の冒頭 にみ る人間 生来善 観,換 言す れ ば,神 に似 て作 ら

一れ た人 間 ,神 の 肖像 と して の人 間,人 間 の本性 を一種 神的 な観念 力た る ロゴスであ るとみ

る人間 観,人 間 をhomosapiensと み る理 性 的人 間学が 横 たわつ て い るの であ る。

「子供 は生 来,神 の よ うに善 な る傾 性を具 え,彼 自身特 有な見 る ・考 え る ・感 じる手段

方法 や能 力を もつ存在 で あ る」 か ら,そ れ をそ の まま,ゆ が めず,あ た か も園丁が そ の植

物 を見守 り保護 す る よ うに,人 間本来 内在 の 自然性 を 自発的 に完全 に成長 伸展 させ るこ と

を教 育 と考}る のであ る。nosnpport,nocontrolを 理 想 とす るア メ リカ教育 行政 の根拠

にはか か る人間学 ・人 間本性観 が あ る とい え もす る。かか る教 育や教 育行政 の立 場 も極 端

.な 自由放 任 主義 には与 しえ ないが,こ の教 育観 や人 間観 に も一・理 あ りといえ よ う。

日 機会均等 ・中立性の教育 と人間学

マ 第三の立場に立つ学校型を
,オ ルセンは古典的学校や児童中心学校を脱 した1940年 以降

のcommunityschoolと よぶ。 それは要す るに,従 来のよ うな地域社会(生 活の大陸)

か ら隔離 した(島 の中の)学 校ではな く,学 校 と地域社会等 との密結 ・共同的教育を意味

す る。

.も ともと・ 「教 育・education,Erziehung」 の語 義が示 す よ うに,「 お しえそ だ て る」

と 「な らいそ だつ」・ 「内 にあ る ものを誰か が上 に引 きあげ る と外 へ 引 き出す」 作用 に は ,

依 他 性 と 自発性・ 教授 と学 習 の両 活動 が含 め られ てお り,叉,教 師 と生徒 とい う教 育 の当

事 者 同志が相 互に 「教 育の主体 であ り同時 に客 体 であ る」 と考 え られ る限 り,教 育)/YYI_あ っ

ては,統 制 と自由,教 師の理 念 と生 徒 の現実,等 の矛盾的 両面 が無視 され るわ けに はゆか

な い。教 科 の指導上 に おい て も,「 教授」 が往 々教 師 ・教 科書 中心 の知識伝 授 とい う形 式

的 画一 的統制 に陥 るの を防 ぐに,「 学習」 とい う生徒 の 自発的経 験的 活動 を もって充 し,

「学 習」 が子 供 の興 味 ・要 求 中心 の 自由任 意 とな りがち なの を制 す るに教 師 ・社 会 の理 想

的要請 面 を重 ん じて 「教授 ない し指導」 し,要 す るに両 作用 に よる相互 補足 ・採長 補短 が

必至 となる。今 日,教 科 の指 導上 の用語 と して の 「教科教 育 法な い し学習 指導 法」 は ,教

授 と学 習を統 合す る意味 の教授一学習 法teaching-learningmethodで あ り,オ ル セ ンの

いわゆ る 「仕 事 の責 任task
(21)responsibility("θhaveajobtodo)」 あ るいは 「進 歩 した統 制

improvedcontrol」 におい て,「 各教科 を通 して教 育(全 人 的人格 を育成)す る

方法」 で あ る といえ る。 ここに,教 育 にお いて は,理 想 と現 実,教 師 と生徒,学 校 と地 域

社 会,教 授 と学 習,知 識 と経 験等 々の矛盾的 諸契 機 の全 体的 統合観 に おい て諸問題 が考 察

・処 置 され ねば な らぬ とい う命 題 が真理 とな る
。
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事実,教 育上 の全体 的弁証 法的統 合観 は諸方 面 に要 求 され る。前 述の よ うに,教 育 目的

観上 に は も とよ り,カ リキ ュ ラム上 の 「形 式主 義 と実質主 義」 「共通 必修科 目と選 択 自由

科 目」 「教材 単元 と経験 単元」 等 々の統 合,教 科教 育法上 に も,要 請 原理 と して の 「個 性

化 と社 会化」 の統 合,学 習形 態上 の言語学 習 ・視聴 覚学習 ・思 考学習 ・実験 作業 学習等 の

綜 合,具 体 的方法 の一面 と して の 「構案 法pro:ectmethodと 問題 法problemmethod」

の調和 的統合,教 授 一学習 法 といえ ど も単 な る教育 技術 では な く,教 育諸科 学 に裏 づ け ら

れ た教 育技術 に支持 され なが らも,そ れ に生命 をふ きこむ 教育哲 学的 な もの,教 育者 の精

神 的 な ものが要 求 せ られ,結 局,教 師そ の人 の全人格 が駆使 す る全体 統合 的 ・力動的 ・創

造 的活動 で なけれ ばな らぬ とされ るので あ る。教 師観 にお いて も,「 ソフ ィス ト的教 師観

とソク ラテ ス的 教 師観」 「道元 的 と日蓮的」 「聖 職者的 と労働 者的 」等 々の統 合 こそ真正 と

され,そ れゆ えに,山 鹿 素行 の 「聖 教要録 」 の師 道論 中の 「聖教 之 師」 と 「一技 之術 之

師」 とが統合 的に要 求 され,又,シ ュナイ ダーF.Schneiderの 「教育老 と教 師Er。ieher

andLehrer,1928」 に み るよ うな,極 め て矛盾 的 な人間 諸特性 の全 体弁証 法的 発現者 こ

そ,「 真 の教育 者に して教 師」「人間形 成者 に して知識 ・技術 等 の教授者 」 であ る とす る考

えが生れ,「 諸 方面 的性能 の 矛盾的統 一者 た る指 導者 即学習 者」 た るべ き 「教 育者edu-

cator,pedagogue即 教 師teacher,instructor」 に,個 性的,専 有 的 な ものを強調 され な

が らもむ しろ諸 性能 の 円満調和性 ・全 体統合 性 いな 中立中庸 性 が要 求 され るの であ る。 こ

の立場 か ら,教 育活 動を広 く教 育行政作 用 に も拡大 解釈 す る場 合,当 然,前 述 の 「教育 の

機 会均 等 の理念」 や 「教 育 な らびに教 育行政 の 中立 性 の要 請」 が至 当 と解 され るが,か か

る観点 の根基 とな る人 間学 ・人間 本性観 を次 に課題 とせ ね ばな らない。

人 聞学上,人 問観 につ いては,古 来 人間 の一面 あ るいは部 分 を と らえて,各 種 人間観 と

した。 自然 人homonaturalis,知 性 人hornosapiens,工 作人homefaber,道 徳 人

homomoralis,宗 教 人homoreligosus,言 語 人homologuens等 々。 しか し,今 日で

は人間 を全体 的人 間thewholemanと 一 般的 に観 られ てい る。 それ は,自 然的 人間学 や

理 性的 ない し哲学 的人 間学 のいず れか一 方,あ るいは人 間性 の性悪説 や性 善観 の一 面に立

つ の ではな く,実 に人 間の全体 観 を妥 当 と してい るの であ る。 「人 間学 を 自然 的人 間学 と

哲 学的 人間学 とには っき り区別 す るこ とは最近50年 間 に不確 実な もの とな ってい る… …人

間 学 とい う言 葉 は今 日では もはや両 者 の単な る寄せ 集 めを意味 す るの でな く,元 来 人間 が

創造 的存在 であ る とい う根 本性格 を考 慮 にいれ た全体 的人 間を教 育や 発達 は問題 とす るの
　

であ る」 と,ラ ソゲヴ ェル ドM,J.Langeveldは のべ る。 人間 本性論 につ い ては,南 宋

の朱 子 の 「理 気 の学 説」,ロ ヅクJ.Lockeの 「白紙 説tabularasatheory」 が あ った

が,い わ ば直観 論 で何 らの科学 的 実証 根拠 を もた なか った。 が,オ ル セ ンが 「過 去30年 間

に 多 くの実験 的かつ 科学 的経験 が,そ の全 体 的意味 に おい て,人 間の成長 発達 や学 習に関
　

す るわれ われ の現 在 もつ観 念 の客 観的 基礎 を与 えて きた」 とのべ,ミ ー ドM.Mead等

人類 学者 や生物 学者 の科学 的実 証的研 究 に根 拠を え て とる 「人 間本性無 記説innatelya-

moral」 と 「環 境条件 説environmentalconditioning」 が今 日の もの とされ るので あ る。

デ ュー イJ.Deweyも 「生 具 の衝 動primitiveimpulseは そ の ままで は善 で も悪 で も
　

な く,た だ,そ れ が環境 的な事物 のいか んに よ って善 と も悪 ともな る……」 とのべて,適

当 な教育 的環境 の準 備 の必要 を 力説 す る し,リ ー ドH.Readも 「わ れわ れは全面 的 に善

悪 いずれ か の一 方 を とる ことをやめ て 自然 中立naturalneutralityの 仮定 に基 づ い て論 義
カ

を進め よう。……人間の本性が生来中立であるとの仮定 ……」の説に立脚 しなが ら,「 教
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育の基礎を芸術にお くことによって,個 人の 自発的創造力を解放 し,人 格の全体的統合発

展をはか り,社 会悪の病根を根絶 して世界平和を建設せねばな らぬ」 と高説す る。

ここに,人 間性の無記観 とはその中立(中 性)的 未分化全体観に立つ もの,環 境条件説

とは環境(教 育・教師・教育行政等)の あ り方の重要性を高唱す るものである。その真意は,

人間本性があらゆ る矛盾対立す る人間的諸性能一 動物性 と神性,悪 性 と善性,平 等共通

性の ものと差別個有性 のもの,受 動性の もの とともに能動 性のもの,等 々一 を,ま さに

弁証法的に統一する人間生命力の未分化な潜在的可塑的素質potentialpredispositionで

あ り,従 ってそれは単に受動的に環境に条件づけ られ決定 され るのでな く,逆 に能動自発

的に環境に働 きかけもす るもの,要 するにそれが自然的 ・社会的 ・文化的環境に条件づけ

られ条件ついて,人 間個人の特有な知性 ・習慣 ・道徳等,具 体的ない わ ゆ る個性indivi-

dualityあ るいは人格personalityを 形成 ・顕現す るとの謂であ る。 この人間の先天的

aprioriと 一応 いえる本性が未分化全体的 ・中立的な ものであると共に,人 間が本質的に

矛盾的 ・弁証法的発展をなす存在であるといわれるが,こ こに後天的aposterioriな 環境

の作用が全体的 ・中立的 ・弁証法的発展的である要がある。逆にいって,教 育や教育行政

が一方に偏せず,自 由 と統制,支 持 と支配 よろしきをえて真正に中立的であ り,そ の機会

均 等が要請 される恨拠を,全 体的人間羊 ・全体約人間観,人 間本性無記観に立てざるをえ

ないのである。

結 び

およそ,人 間の形成は,そ の人間の生具の本性(素 質面)と,教 育ない し教育老あるい

は教育行政のあ り方(環 境面)と の輻榛的相乗的作用によるものであることは,ス テルン

W.Stemの 輻榛説Konvergenz-theorie以 来,教 育学上 の常識である。

教育の 目的は,国 家や特定権力者のためではな く,あ くまで も,創 造的な個々人の最大

限の完成におかれるべ きで,そ れが同時に社会 ・文化の改進,国 家の発展へ の寄与につ ら

なるにす ぎない。 この教育 目的の独 自観は,あ くまでも守 られ るべ き真理であ り,こ のゆ

えに独 自の目的観に立つ教育は,常 に最善に進歩向上的で,常 に時代に適応 し,否,社 会

に先駆する全人的創造的個性人を造 るため,政 治的権力 ・経済的圧力 ・社会的勢力その他

か ら自由 ・自主 ・独立 ・中立的な,教 育独 自の在 り方をせ しめ られなければな らない。

ペスタロヅチが 「討究MeineNachforschungen,1797」 において,「 人間は環境 を造

るが,し か し又,環 境は人を造 る」 とのべたのは実に卓言であ った。教育は究極的には,

人間的素質 と環境 との両者の無限の弁証法的進展に力めるような知性的 ・意志的 ・創造的

人間を育成せねぽな らないが,そ の際,教 育諸問題の考察 と解決にあたって,わ れわれが

全体的,弁 証法的発展的立場に立ち,あ るいは真正な機会均等的 ・中立的立場を求めてゆ

くべ きだ とするのは,そ の人間学的基礎を全体的人間学 ・人間観あ るいは人間本性無記観

にお くを妥当 と思惟 してであ る。
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